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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験者の生体情報を時系列に取得する生体情報取得手段と、
　前記生体情報取得手段により、時系列に取得された生体情報を解析する生体解析手段と
、
　前記生体解析手段により解析された結果に基づいて、被験者の状態を評価する評価手段
と、
　を備えた生体解析装置において、
　前記生体解析手段は、前記生体情報取得手段により取得された時系列のデータを、生体
の時系列データにおいて、該データ内のある時刻τ以前とτ以降に分割し、各τにおいて
、τ以前のデータとτ以降のデータの統計的な違いを算出し、違いが最大となる時刻で該
データを分割して生体情報を解析する時間分割解析手段を有し、
　前記評価手段は、前記時間分割解析手段により分割されたそれぞれの時間に応じて、生
体情報の時系列データを評価する手段であることを特徴とする生体解析装置。
【請求項２】
　前記生体情報は、体動の活動度、又は心拍であることを特徴とする請求項１記載の生体
解析装置。
【請求項３】
　被験者の行動又は心理状態を入力する入力手段を更に備え、
　前記入力手段により入力された被験者の行動又は心理状態と、前記評価手段により評価
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された評価とを対応づけて記憶することを特徴とする請求項１又は２に記載の生体解析装
置。
【請求項４】
　前記統計的手法として、ｔ検定を用いることを特徴とする請求項１から３のいずれか一
項に記載の生体解析装置。
【請求項５】
　前記統計的手法として、χ２検定を用いることを特徴とする請求項１から３のいずれか
一項に記載の生体解析装置。
【請求項６】
　コンピュータに、
　被験者の生体情報を時系列に取得する生体情報取得機能と、
　前記生体情報取得機能により、時系列に取得された生体情報を解析する生体解析機能と
、
　前記生体解析機能により解析された結果に基づいて、被験者の状態を評価する評価機能
と、
　を実現させるプログラムであって、
　前記生体解析機能は、前記生体情報取得機能により取得された時系列のデータを、生体
の時系列データにおいて、該データ内のある時刻τ以前とτ以降に分割し、各τにおいて
、τ以前のデータとτ以降のデータの統計的な違いを算出し、違いが最大となる時刻で該
データを分割して生体情報を解析する時間分割解析機能を有し、
　前記評価機能は、前記時間分割解析機能により分割されたそれぞれの時間に応じて、生
体情報の時系列データを評価する機能を実行させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体情報、特に体動や心・拍や脳波などの時系列データを解析する生体解析
装置等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、体の動き（体動）や心拍などを含む生体情報の時系列データを評価すること
により、その患者を診断したり、あるいは健康管理を行ったりする方法がよく知られてい
る。
【０００３】
　体動を例に取ると、例えば手首の動きを加速度センサを用いて測定することにより、睡
眠や覚醒のレベルが推定できる。健康であれば、睡眠中は手首の体動は殆ど無く、覚醒中
はたとえ安静にしていても一定以上の体動が見られる。しかし、睡眠時無呼吸症候群など
の睡眠障害を持つ患者は、睡眠中であるにもかかわらず体動が見られることがある。また
、うつ病や慢性疲労症候群などの精神的な疾患を抱える患者は、覚醒中であるにもかかわ
らず非常に低い体動が観測される場合があり、健常者とは異なった体動の変化が見られる
ことがある。
【０００４】
　また、手首ではなく、腰部に加速度センサを取り付けることにより、運動量を見積もる
ことができる。覚醒中でも安静時には腰部が動くことはほとんどないが、歩行などの運動
を行うと、腰部も動く。腰部と手首の両方に加速度センサを取り付け、覚醒中でかつ安静
時の時間を検出し、その時間に血圧を測定することで日常安静時の血圧を採取するといっ
た提案などもなされている。
【０００５】
　具体的に、手首などに装着された加速度センサの出力値を図に示す。図１１（ａ）は被
験者の体動に関するデータとして活動度の値を時系列で表したものである。ここで、活動
度（Ｚｅｒｏ　Ｃｒｏｓｓｉｎｇ　Ｄａｔａ）とは、得られた加速度に対して、単位時間
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当たりに閾値を横切ったときの回数である。例えば、「１０秒間」に「２０回」この閾値
を横切れば活動度は「２０」である。活動度を求めることにより、被験者の動きを取得す
ることができ、値が大きいほど被験者の動きが激しかったことを示す。
【０００６】
　また、図１１（ａ）の場合、実線４０１が活動度を示しており、破線４０２が閾値を表
している。図１１（ａ）においては、閾値を「４」回横切っており、活動度は「４」であ
る。一般に、手首から検出される活動度は、歩行時や何らかの運動をする場合は、「５０
」前後の値が検出され、安静時や睡眠中などはほとんど「０」となる。
【０００７】
　また、被験者の心拍を示したのが図１０（ｂ）である。図１０（ｂ）は、心臓が３回拍
動したときの心拍の波形を示している。一般に、一回の拍動につき、上に向くピークが３
つと下に向くピークが２つ見られる。これらのピークは順にＰ、Ｑ、Ｒ、Ｓ、Ｔと名づけ
られており、最も顕著なピークＲと次のピークＲまでの間隔を「ｒｒ－ｉｎｔｅｒｖａｌ
」と呼んでいる。厳密には、測定方法の違いや患者の体調の違いにより、これらのピーク
のすべてが見られなかったり、逆にほかにもピークが現れたりすることがある。
【０００８】
　通常、人のｒｒ－ｉｎｔｅｒｖａｌは１秒程度で、運動をすると小さくなり、安静時や
睡眠時は大きくなる。運動をしていなくても、ｒｒ－ｉｎｔｅｒｖａｌが小さくなったり
、極端に不安定に変動したり、あるいは極端に一定の値を出し続けている場合、心臓に疾
患を持っている可能性がある。
【０００９】
　また、「２２０」から自分の年齢を差し引いた心拍数が、その人がもつ最高心拍数（推
定最高心拍数）といわれ、運動時にはその数値の７０％程度を維持するのが良いといわれ
ている。例えば、４０歳の人であれば、運動時は、
（２２０－４０）×０．７＝１２６
となり、１２０～１３０を維持するのが良い。また、日常の心拍変動を数日に渡って測定
し、その心拍変動をフラクタル解析することにより、患者の自律神経が正しく機能してい
るかどうかを診断する手法などが、近年注目されている。
【００１０】
　そして、これらの生体情報に関するデータは、日常の活動状況や精神状態、身体的又は
精神的疾患の症状に応じて、常に変動する。
【００１１】
　こういった体動の変化から異常を発見する事は従来から注目されており、たとえば心拍
から運転者の異常を検知する装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。また、平
常値から異常値の閾値を算出し、高い精度で身体症状の異常を発見するような装置も知ら
れている（例えば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特許第２６７１３９４号公報
【特許文献２】特開２００５－１２４７１８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　被験者の生体情報は常に変動するが、活動状況によっては異常と判断される場合もあれ
ば、正常と判断される場合もある。例えば、緊張しているときや運動時に心拍数「１４０
」となっても、それは精神的変化又は肉体的活動の変化が原因であるため、正常の範囲と
いえるが、安静時や睡眠時に心拍数「１４０」となった場合は、心臓に疾患がある可能性
が高い。
【００１３】
　また、安静時や軽い運動時に限った心拍や活動度のデータを評価することで、症状を評
価する場合があるが、従来は実験室などの特定の管理された環境の中で生活したり、測定
者の前で無理に安静な状態等を作ったりすることで、これらのデータを取得するしかなか
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った。しかし、実験室でデータを取得する場合、被験者を長時間拘束する必要があり手間
やコストがかかるといった問題点が生じていた。
【００１４】
　また、実験室でデータを取得したり測定者の前でデータを取得したりすると、被験者に
よっては普段より緊張したり、逆に意識して落ち着いた状態を作ったりすることがあり、
必ずしもデータが正しく取れないといったことがあった。
【００１５】
　また、日常の特定行動をしたときや特定の場所にいたときに、症状が現れることがある
場合には、実験室などの管理された環境でデータを取ることはできなかった。
【００１６】
　以上の課題を解決するために、本発明は、生体情報を時系列で取得し、時系列で取得さ
れた生体情報を統計的手法を用いて時間で分割することにより、生体情報を正しく評価す
ることが出来る生体解析装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上述した課題を解決するために、本発明の生体解析装置は、被験者の生体情報を時系列
に取得する生体情報取得手段と、前記生体情報取得手段により、時系列に取得された生体
情報を解析する生体解析手段と、前記生体解析手段により解析された結果に基づいて、被
験者の状態を評価する評価手段と、を備えた生体解析装置において、前記生体解析手段は
、前記生体情報取得手段により取得された時系列のデータを、生体の時系列データにおい
て、該データ内のある時刻τ以前とτ以降に分割し、各τにおいて、τ以前のデータとτ
以降のデータの統計的な違いを算出し、違いが最大となる時刻で該データを分割して生体
情報を解析する時間分割解析手段を有し、前記評価手段は、前記時間分割解析手段により
分割されたそれぞれの時間に応じて、生体情報の時系列データを評価する手段であること
を特徴とする。
【００１８】
　また、本発明の生体解析装置において、前記生体情報は、体動の活動度、又は心拍であ
ることを特徴とする。
【００２０】
　また、本発明の生体解析装置において、被験者の行動又は心理状態を入力する入力手段
を更に備え、前記入力手段により入力された被験者の行動又は心理状態と、前記評価手段
により評価された評価とを対応づけて記憶することを特徴とする。
【００２１】
　また、本発明の生体解析装置は、前記統計的手法として、ｔ検定を用いることを特徴と
する。
【００２２】
　また、本発明の生体解析装置は、前記統計的手法として、χ２検定を用いることを特徴
とする。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、時系列に取得された被験者の生体情報を統計的手法を用いて時間を分
割して解析し、それぞれの時間に応じて、生体情報の時系列データを評価することができ
る。そして、評価された内容に基づいて、生体解析装置の利用者は、被験者の症状が悪化
したときの状況を知り、解析することができ、治療や診断を行うことができる。具体的な
効果は以下のとおりである。
【００２４】
　まず、生体の時系列データを統計的手法を用いることで、比較的容易で明確な計算手法
を用いて分割することが出来ることとなる。特に、心拍や活動度や脳波を用いて分割され
ていることで、そのときの行動や精神的状態と相関を持たせて、利用者は診断することが
出来るようになる。
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【００２５】
　さらに、適当な時間に分割し、その時刻以前と以降の時系列データを統計的手法を用い
て比較し、違いが最大となる時間を割り出すことで、さらに明確に時系列データを分割す
ることが出来るようになる。
【００２６】
　また、分割した時間をさらに同じ手法を用いて分割することで、細かく行動の変化した
時点を割り出すことが出来るようになった。分割した時刻を開始時刻として、特定の時間
内で分割し、その分割した時刻を開始時刻にして同様の操作を繰り返すことにより、長時
間の行動の変化でも細かく行動の変化した時点を割り出すことが出来る。
【００２７】
　また、分割した時刻以前の時間、分割した以降の時間を、同じ手法で分割し、同様の操
作を繰り返すことにより、高い精度で行動の変化した時点を見積もることができる。
【００２８】
　また、分割した時間に、行動や心理状態を後で記入することにより、評価する生体時系
列データを取得した状況を正確に把握することが出来るようになり、より正確に生体の時
系列データを評価することが出来る。
【００２９】
　また、分割に使用する統計的手法として、ｔ検定やχ2検定を用いることにより、高い
精度で明確に分割することが出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　続いて、本発明を適用した生体情報装置について、最も好適な例を図を用いて説明する
。図１は、本発明を適用した場合に於ける生体解析装置１０である。生体解析装置１０は
、心拍データ取得装置１００と、加速度データ取得装置１１０と、生体情報解析装置１２
０とを備えて構成されている。
【００３１】
　心拍データ取得装置１００は、心拍センサ１０２と、送信回路１０４とを備えており、
心拍センサ１０２で取得された被験者の心拍データを送信回路１０４を介して生体情報解
析装置１２０に送信する。ここで、心拍センサ１０２が、被験者の心拍データを取得する
方法は公知であり、その説明は省略する。
【００３２】
　加速度データ取得装置１１０は、加速度センサ１１２と、送信回路１１４とを備えてお
り、加速度センサ１１２で取得した加速度データを、送信回路１０４を介して生体情報解
析装置１２０に送信する。ここで、加速度センサ１１２が、加速度を検知し、加速度デー
タとして取得する方法は公知であり、その説明は省略する。
【００３３】
　また、心拍データ取得装置１００、加速度データ取得装置１１０から生体情報解析装置
１２０に各データを転送する方法は、有線による転送、電波や赤外線を使った無線による
転送、生体を通してデータを転送する手法などさまざまな方法があるが、本実施例では、
使用者にとって煩雑でなく、かつ一般に普及している電波によるデータ転送を想定してい
る。
【００３４】
　生体情報解析装置１２０は、心拍データ取得装置１００から受信された心拍データ及び
加速度データ取得装置１１０から受信された活動度のデータに基づいて解析する装置であ
る。生体情報解析装置１２０は、受信回路１２２と、メモリ１２４と、生体解析回路１２
６と、表示装置１２８とを備えて構成されている。
【００３５】
　生体情報解析装置１２０の動作の概略を説明すると、まず、心拍データ取得装置１００
において取得された心拍のデータ及び加速度データ取得装置１１０において取得された加
速度のデータが、受信回路１２２により受信される。そして、受信されたデータをメモリ
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１２４に保存する。
【００３６】
　生体情報解析装置１２０は、メモリ１２４に保存されている心拍のデータ、加速度のデ
ータを読み込み、そのデータを生体解析回路１２６において解析する。詳細は後述するが
、心拍のデータからｒｒ－ｉｎｔａｒｖａｌを、加速度のデータから活動度を所定の分割
された時間に基づいて算出する。そして、データを解析した結果をメモリに保存し、結果
等を表示装置１２８に表示する。なお、表示装置はテキストや絵を表示可能な液晶や、有
機ＥＬディスプレイ等を想定しているが、例えば、利用者に緊急に伝える必要があれば、
バイブレーションや音による呼び出しも行ってよい。
【００３７】
　図２は、生体解析装置１０を携帯電話に組み込んだ場合に於ける外観の一例である。例
えば、携帯電話２０１は、折りたたみ式で、パーツはパーツ２０２とパーツ２０３とに分
かれている。ここで、携帯電話２０１には、まず生体解析装置１０が備えられており、さ
まざまな生体信号を処理することが出来ることである。したがって、携帯電話２０１には
、生体情報を受信する受信機器が備わっている。
【００３８】
　なお、図１の生体解析装置１０では、メモリ１２４や表示装置１２８を別に備えている
こととして説明したが、これらは、携帯電話がもともと持っているメモリや、表示装置等
と共有すればよい。そうすることで、大幅なコストアップを避けることが出来、更に高い
携帯性を保つことが可能となる。なお、上記本発明に係る部分以外の点で、一般の携帯電
話と大きく異なったところはない。パーツ２０２は携帯電話操作用のキーが何点か並んで
おり、パーツ２０３は携帯電話表示部分となっている。
【００３９】
　通常、使用しないときは図２（ａ）の如く閉じた状態にし、使用者はポケットなどに普
段はしまっておけばよい。使用者が携帯電話を使用するときや生体解析装置の結果を確認
するとき、または自分の情報を入力するときには、図２（ａ）の状態から図２（ｂ）の状
態を経て図２（ｃ）の状態まで携帯電話を開いて使用することとなる。
【００４０】
　図３は本発明品を装着する場合の一例を示したものである。利用者は、心拍データ取得
装置３０１を胸に巻き、加速度センサが内蔵された加速度データ取得装置３０２を手首に
巻き、生体解析装置を内蔵した携帯電話３０３をズボンのポケットに入れている。本実施
形態においては、心拍データ取得装置を胸に巻くことを前提にしているが、この箇所に限
定される訳ではなく、例えば手首や指、耳などから取得する方法でも良い。
【００４１】
　また、本実施形態においては、加速度データ取得装置３０２を手首に巻いているが、身
体の加速度データを取得する箇所は、腰や胸、足などさまざまな箇所が考えられる。本実
施形態においては、例えば、睡眠の判定などでよく用いられる手首の加速度を取得するこ
ととして説明する。
【００４２】
　なお、心拍データ取得装置と、加速度データ取得装置は、別々に構成されても良いし、
同じ筐体にハウジングして、センサ搭載機器の装着箇所として、手首で心拍と加速度の両
方を取得するとしても良い。また、直接加速度センサの内蔵された携帯電話なども用いる
こととしても良い。
【００４３】
　次に、受信された生体情報を生体解析回路１２６が解析する場合の仕組みについて、図
を用いて説明する。生体解析回路１２６は、活動データを統計的手法により、時間で分割
し、生体情報を解析する。図４はある時間における活動度を示した図である。横軸に時間
を取り、縦軸に手首の活動度（Ｚｅｒｏ　Ｃｒｏｓｓｉｎｇ　Ｄａｔａ）を取っている。
ここで、実線５０１が被験者の活動度を示し、点線５０２が統計的手法（ｔ検定）により
計算したパラメータを示し、破線５０３が統計的手法（Ｋｏｌｍｏｇｏｒｏｖ－Ｓｍｉｒ
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ｎｏｖ検定：ｋｓ検定）により計算したパラメータである。
【００４４】
　図４で示す活動度は、データ取得開始からしばらく歩行をし続け、時刻ｔ1において席
に着いて何らかの作業を行った被験者の体動である。すなわち、時刻ｔ1までは平均する
と５０前後の高い活動度を示しているが、この時間は常に歩行を続けていることを示して
いる。時刻ｔ1以降は活動度が上下に変化しているが、歩行をやめて作業などをしている
状態であり、手を動かした時は高い値を示し、安静時には低い値を示している。
【００４５】
　身体活動を解析するに当たっては、何時から何時までどんな活動を続けていたかを知る
必要があるが、活動度の大きさだけではその変化する点を見つけるのは難しい。また、そ
の変化はグラフを目視することである程度予測はつけられるが、明確な判断基準がなく、
また大量にデータがある場合は目視による判断では追いつかない。本発明では、以下二種
類のうちのいずれかの方法で説明する統計的手法（ｔ検定、ｋｓ検定）を取る事により、
活動の変化があった時刻ｔ1を推定する。
【００４６】
　［ｔ検定による方法］
　まず、指定した範囲（時刻τ0［秒］から時刻τend［秒］）内において、以下のように
して時刻τ［秒］におけるｔ検定の値ｔｔｅｓｔ（τ）を算出する。
【数１】

ただし、μleftはτ0［秒］～τ［秒］間のＺｅｒｏ　Ｃｒｏｓｓｉｎｇ　Ｄａｔａの平
均値であり、μrightは時刻τ［秒］～τend［秒］間のＺｅｒｏ　Ｃｒｏｓｓｉｎｇ　Ｄ
ａｔａの平均値である。ここでＳｄ（τ）を以下に従って求める。
【数２】

　ただし、ｓleftはτ0［秒］～τ［秒］間のＺｅｒｏ　Ｃｒｏｓｓｉｎｇ　Ｄａｔａの
標準偏差であり、ｓrightはτ［秒］～τend［秒］間のＺｅｒｏ　Ｃｒｏｓｓｉｎｇ　Ｄ
ａｔａの標準偏差である。また、Ｎleftはτ0［秒］～τ［秒］間のＺｅｒｏ　Ｃｒｏｓ
ｓｉｎｇ　Ｄａｔａの数であり、Ｎrightはτ［秒］～τend［秒］間のＺｅｒｏ　Ｃｒｏ
ｓｓｉｎｇ　Ｄａｔａの数である。いま、１０秒に一度の間隔でＺｅｒｏ　Ｃｒｏｓｓｉ
ｎｇ　Ｄａｔａを取得するとした場合、Ｎleftは（τ？τ0）／１０となる。
【００４７】
　上記の計算方法で計算したｔｔｅｓｔ（τ）は、時刻τ以前と時刻τ以降で、どれだけ
行動に差があったかを示す値である。したがって、ｔｔｅｓｔ（τ）をτ0～τendまで計
算し、ｔｔｅｓｔが最大となるところが、区間τ0～τendで最も行動が変化した時点とな
る。
【００４８】
　［ｋｓ検定による方法］
　まず、指定した範囲（時刻τ0［秒］から時刻τend［秒］）内において、以下のように
して時刻τ［秒］におけるｋｓ統計量ｋｓ（τ）を算出する。
【数３】

　ただし、Ｓleftはτ0［秒］～τ［秒］間の累積分布関数を示し、Ｓrightは時刻τ［秒
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］～τend［秒］間の累積分布関数を示す。そして、図７は、は図４のデータの累積分布
関数を示している。ｋｓ（τ）は、それぞれの累積分布関数の差の最大値であり、図７で
矢印で示した大きさにあたる。この差ｋｓ（τ）を以下の式に当てはめ、ｋｓ検定値Ｐ（
τ）を計算する。
【数４】

　ただし、Ｎleftはτ0［秒］～τ［秒］間のＺｅｒｏ　Ｃｒｏｓｓｉｎｇ　Ｄａｔａの
数であり、Ｎrightはτ［秒］～τend［秒］間のＺｅｒｏ　Ｃｒｏｓｓｉｎｇ　Ｄａｔａ
の数であり、Ｑks（λ）は次のように定義する。
【数５】

　上記の計算方法で計算したＰ（τ）は、時刻τ以前と時刻τ以降で、どれだけ行動に差
があったかを示す値である。したがって、Ｐ（τ）をτ0～τendまで計算し、Ｐ（τ）が
最大となるところが、区間τ0～τendで最も行動が変化した時点となる。
【００４９】
　図４の活動度（実線５０１）に対して、上記の手法でｔｔｅｓｔ（τ）の値をプロット
したのが、図４の点線５０２であり、Ｐ（τ）の値をプロットしたのが、図４の破線５０
３である。これを見ると、いずれの計算方法を取っても、被験者が歩行から作業に行動を
移した時点ｔ1で、Ｐ（τ）及びｔｔｅｓｔ（τ）が最大になっていることがわかる。以
上の方法をとることで、行動の変化した時点ｔ1が算出できる。
【００５０】
　ｔ検定による方法、ｋｓ検定による方法のいずれの手法を用いても高い精度で行動の変
化した点を見つけることができるので結果に大きな違いは生じない。ただし、ｔ検定を用
いたほうは比較する値のばらつきが大きくても同程度の精度で得られるが、ｋｓ検定によ
る方法は比較する値がばらつくと、ばらつきに応じて精度も異なる。体動のように「０」
～「１００」あたりまで広く変化する場合は、ｔ検定の方が適していると考えられ、ｒｒ
－ｉｎｔｅｒｖａｌのように約１秒前後に集中する場合は、ｋｓ検定が適していると考え
られ、状況に応じて使い分けるのが良い。
【００５１】
　なお、図４は、ひとつの行動から別の行動に一度だけ変化した時点を取り上げたが、人
の行動は一日に何度も変化する。そのように変化した時点を検出する２つの方法を、図５
及び図６を用いて説明する。まず、第一の手法は、時間を追って変化した点を知ることが
でき、リアルタイム性が有効な携帯機器などに乗せるときに有効な方法で、図５を用いて
説明する。第二の手法は、行動の変化の大きい順に変化した時点を探す方法で、高い精度
を求めるときなどに有効な方法で、図６を用いて説明する。
【００５２】
　［第一の手法］
　図５（ａ）は被験者が睡眠した状態から始まり、時刻ｔ2で起床した後しばらく活動度
の低い行動を続け、時刻ｔ3に移動のために歩行を始めた行動例を示している。以上のよ
うに、行動が２回変化した時の行動の変化を検出する方法を以下に示す。
【００５３】
　データの先頭から３０分以内で、行動の変化があった時点を図４と同様の方法で調べる
。図５（ｂ）は、図５（ａ）の先頭から３０分の体動データを実線で、ｔｔｅｓｔ（τ）
値を点線で示している。すると、ｔｔｅｓｔ（τ）は時刻ｔ2で最大の値をとり、一回目
の行動の変化があった時点であるとわかる。
【００５４】
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　次に、時刻ｔ2を出発点として、３０分以内で行動に変化があった時点を同様に調べる
。図５（ｃ）は、図５（ａ）の時刻ｔ2から３０分の体動データを実線で、ｔｔｅｓｔ（
τ）値を点線で示している。同様に、時刻ｔ3でｔｔｅｓｔ（τ）値が最大を示しており
、二回目の行動の変化があった時点であることがわかる。同様の手法は、さらに長い時間
のデータでも実行可能であり、リアルタイムに計算することもできる。
【００５５】
　本実施形態においては、３０分以内を基準に行動の変化した時点を探したが、３０分に
限定する必要はない。さらに細かい行動の変化を見る必要がある場合は、３０分以下の時
間で探すことも考えられ、逆に行動の荒い変化を見る場合は、３０分以上の時間で探すこ
とが考えられ、状況に応じて修正してよい。
【００５６】
　また、図５（ａ）～図５（ｃ）での説明では、ｔｔｅｓｔ（τ）値が最大となった時刻
で、行動の変化があったかどうかを判断したが、それに加えてｔｔｅｓｔ（τ）の最大値
で行動の変化があったかどうかを判断する基準としてもよい。ｔｔｅｓｔ（τ）は、時刻
τ以前と時刻τ以降で行動の差を示すものであり、たとえピークであっても、必ずしも行
動に変化があったことにはならない。たとえば、時刻ｔ2は、睡眠時から安静時に行動が
変化した時点を示した時刻でありその行動の差は小さいが、時刻ｔ3は安静から歩行に行
動が変化した時刻であり、その行動の差は大きい。それぞれのピーク値は、時刻ｔ2で約
３０であり、時刻ｔ3で約９０であり、行動の差に比例した値を示している。
【００５７】
　従って、もし、睡眠と安静の区別が必要でない場合は、ピークの値がたとえば６０以上
で初めて行動に変化があったとすることで、図５（ｃ）のような例で睡眠・安静と歩行の
変化を知ることができる。
【００５８】
　［第二の手法］
　図６（ａ）は図５（ａ）と同じデータであり、ｔｔｅｓｔ（τ）の値をデータの先頭か
ら最後までの値をもとに計算し、点線で示している。すると、ｔｔｅｓｔ（τ）は時刻ｔ

3で最大の値をとっており、図６（ａ）で示す体動は時刻ｔ3でもっとも顕著に変化してい
る。ここで、時刻ｔ3で二つの区間（区間Ａ：先頭～ｔ3、区間Ｂ：ｔ3～最後）に分割す
る。分割した二つの区間のうち、３０分以上の時間を持つ区間Ａのデータでｔｔｅｓｔ（
τ）を計算し、次に顕著に変化のあった時刻ｔ2をその次に行動の変化があった時刻とす
る。上記のような手法を繰り返すことにより、行動が２回以上変化した時の行動の変化を
検出することができる。また、上記の手法は行動の変化が顕著に現れた順に、変化した時
刻を特定するので、高い精度で行動に変化があった時点を知ることができる。
【００５９】
　なお、本実施形態においては、３０分以上の区間に対して、ｔｔｅｓｔ（τ）を用いた
が、３０分に限定する必要はない。さらに細かい行動の変化を見る必要がある場合は、３
０分以下の時間で探すことも考えられ、逆に行動の荒い変化を見る場合は、３０以上の時
間で探すことが考えられ、状況に応じて修正してよい。
【００６０】
　また、データの継続する時間を分割する区間の判断基準とせず、ｔｔｅｓｔ（τ）の最
大値を分割する区間の判断基準としてもよい。たとえば、もし、睡眠と安静の区別が必要
でない場合は、ピークの値がたとえば６０以下となるまで分割を繰り返すという方法をと
ると、図６（ｂ）では分割しないと判断し、行動の変化が時刻ｔ3のみであるという手段
も取れる。
【００６１】
　なお、いずれの手法もｔ検定による手法で説明したが、ｋｓ検定による手法で同様の計
算は可能である。
【００６２】
　図８は本発明品を装着した被験者の身体活動を示している。図８（ａ）は図５及び図６
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で示した体動データと同じで縦軸に活動度をとり、横軸に時間をとっている。図８（ｂ）
は、縦軸に心拍のｒｒ－ｉｎｔｅｒｖａｌをとり、横軸には図８（ａ）と同じスケールで
時間をとっている。ｒｒ－ｉｎｔｅｒｖａｌは、値が大きいほど単位時間当たりに拍動す
る心拍数が少ないことを意味する。
【００６３】
　図８（ａ）及び図８（ｂ）に破線で示した時刻は、図５（ａ）～図５（ｃ）で説明した
第一の手法を用いて分割した時刻である。この分割した時刻に、被験者は行動の変化を行
っている。例えば時刻ｔ８２は運動から安静へと変化した時刻を示す。図８（ａ）と図８
（ｂ）とを比較すると、時刻ｔ８１～ｔ８２の区間は、活動状態から運動状態に変化し、
活動動度は非常に高く、それに応じて、ｒｒ－ｉｎｔｅｒｖａｌは周辺の時間よりも低い
値を示している。これは、運動により心拍数が上がっていることを示しており、被験者の
ｒｒ－ｉｎｔｅｒｖａｌを評価する場合は、運動中であることを前提に評価する必要があ
る。
【００６４】
　一方、時刻ｔ８３～ｔ８４、時刻ｔ８５～ｔ８６、時刻ｔ８７以降のそれぞれの区間は
、いずれもほとんど同じレベルで活動度が低く、被験者が安静にしていることを示してい
る。しかし、ｒｒ－ｉｎｔｅｒｖａｌの変化を見ると、時刻ｔ８５～ｔ８６の区間のみ、
周囲の値に比べて低く、運動時並の低下を示している。これは、何らかの心臓の疾患の兆
候を表している可能性があるので、安静時であることを前提に被験者のｒｒ－ｉｎｔｅｒ
ｖａｌを評価する。しかし、活動度と心拍だけでは疾患かどうかの判断がつかないため、
同時に被験者の置かれている状況を記入する。
【００６５】
　本実施形態では、一例として、計算した区間の活動度が平均「１５」以下で、かつｒｒ
－ｉｎｔｅｒｖａｌが「７００」を下回ったときに、その区間に何をしていたかを携帯電
話で入力する。たとえば、忘れ物などを思い出し、焦りが生じた結果ｒｒ－ｉｎｔｅｒｖ
ａｌが低くなったのであれば問題ないが、何も心理的変化がないのに、ｒｒ－ｉｎｔｅｒ
ｖａｌが低くなったのであれば、心疾患の可能性がある。また、電車や人ごみの中にいた
ために、ｒｒ－ｉｎｔｅｒｖａｌが低くなった場合は、パニック障害などの心身症である
可能性が高い。
【００６６】
　具体的に、生体解析装置１２０の動作を図９の動作フローを用いて説明する。まず、心
拍データ取得装置１００から心拍データを、加速度データ取得装置１１０から加速度デー
タをそれぞれ取得する（ステップＳ１００）。続いて、取得されたデータに基づいて、生
体解析回路１２６は、被験者の活動度及びｒｒ－ｉｎｔａｒｖａｌを算出する（ステップ
Ｓ１０２）。ここで、活動度及びｒｒ－ｉｎｔａｒｖａｌを算出する方法としては、上述
した各方法のいずれかが用いられることとなる。
【００６７】
　続いて、被験者の状態を評価する。具体的に、まず、ステップＳ１０２において算出さ
れた活動度が平均「１５」以下であるか否かを判定する（ステップＳ１０４）。ここで、
活動度の平均が「１５」以下の場合は（ステップＳ１０４；Ｙｅｓ）、続いてｒｒ－ｉｎ
ｔａｒｖａｌが平均「７００」以下であるか否かを判定する（ステップＳ１０６）。そし
て、ｒｒ－ｉｎｔａｒｖａｌの平均が「７００」以下の場合は（ステップＳ１０６；Ｙｅ
ｓ）、表示装置１２８に被験者の状態を入力させる画面を表示し、被験者の状態を入力さ
せる（ステップＳ１０８）。入力された被験者の状態と、算出された活動度、ｒｒ－ｉｎ
ｔａｒｖａｌとが対応づけてメモリ１２４に記憶される。
【００６８】
　生体解析装置１０の使用者は、図３に従って本発明品を装着し日常生活を送る。被験者
の体動（活動度）およびｒｒ－ｉｎｔｅｒｖａｌは、定期的に携帯電話３０３に送られ、
携帯電話３０３はデータを受け取るたびに上記説明した方法で時系列データの解析を行い
、ｒｒ－ｉｎｔｅｒｖａｌの時系列データを分割する。分割したそれぞれのｒｒ－ｉｎｔ
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ｅｒｖａｌのデータに対して、異常の可能性がある場合（たとえば、図８（ａ）における
時刻ｔ８５～８６の区間など）は、その時間に何をしていたか、どういうところにいたか
、どういう心理状態にあったか、などの質問を行う。図９は、何をしていたかを問う質問
例で、「食事」「運動」「乗り物による移動」「その他」の中から選ぶようになっている
。もし、たとえば「乗り物による移動」を選択し、使用者が安静にしていたにもかかわら
ずｒｒ－ｉｎｔｅｒｖａｌが低い値を示した場合、乗り物酔いやパニック障害などの可能
性が考えられる。さらに質問を繰り返し、ｒｒ－ｉｔｎｅｒｖａｌや体動の解析を繰り返
すことにより、より高い精度で細かく診断が可能となる。ここで得られた診断結果は、後
に医療機関で診察の際役立てることができるし、またその場ですぐに医療機関に警告を発
することもできる。また、その場で自己による治療（認知行動療法）を行うことも考えら
れる。
【００６９】
　［変形例］
　本実施形態においては、体動の特に活動度を用いてｒｒ－ｉｎｔｅｒｖａｌの時間の分
割を行い、日常生活におけるｒｒ－ｉｎｔｅｒｖａｌの変化をみて、兆候の発見や病状の
診断を可能としたが、変化を見るための生体情報として活動度に限る必要はなく、たとえ
ば脳波などを用いて行うことで、同様に心理的な変化から評価することとしても良い。
【００７０】
　また、本実施形態における生体解析装置１０は、何も兆候の発見や病状の診断に使うだ
けではなく、行動の備忘録として使うことも可能である。たとえば、自分がどの程度時間
をかけてプレゼンテーションを行ったかどうかを体動または心拍から行動や心理の変化す
る時間をもとに、後から割り出すことができる。
【００７１】
　また、行動や心理の変化は、体動、心拍（またはｒｒ－ｉｎｔｅｒｖａｌ）、脳波以外
にも、短時間に変化する身体の特徴であれば、適応可能である。たとえば、眼球の動き、
まばたきの回数、体表面電導度、発汗量、体温なども心理的な変化や行動と密接に関連し
ており、類似した効果が得られると考えられる。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】本実施形態における生体情報装置の構成図を示す図である。
【図２】本実施形態における生体情報装置を組み込んだ携帯電話の外観を示す図である。
【図３】本実施形態における生体情報装置の装着例を示す図である。
【図４】活動度を時系列に分割する方法を説明するための図である。
【図５】活動度を時系列に分割する方法を説明するための図である。
【図６】活動度を時系列に分割する方法を説明するための図である。
【図７】統計手法について説明するための図である。
【図８】活動度及び心拍を時系列に分割した場合を説明するための図である。
【図９】生体情報解析装置の処理を説明するための動作フローである。
【図１０】本実施形態における画面表示例を示す図である。
【図１１】活動度及び心拍について説明するための図である。
【符号の説明】
【００７３】
１０　生体情報装置
　１００　心拍データ取得装置
　　１０２　心拍センサ
　　１０４　送信回路
　１１０　加速度データ取得装置
　　１１２　加速度センサ
　　１１４　送信回路
　１２０　生体情報解析装置
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　　１２２　受信回路
　　１２４　メモリ
　　１２６　生体解析回路
　　１２８　表示装置

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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